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はじめに

　日本では，過疎地域がたびたび問題にされ，

政府は，その活性化のため「過疎地域活性化特

別措置法」などを制定し，その改善に努力して

きた。しかし現状は，解決に程遠いと言わねば

ならない。

　ドイツでも目本と事情が異なるとはいえ，い

した政府間関係を考察することは有意義と思わ

れる。

　ただ，一言で活性化政策といって払その内

容は，交通インフラの整備，農林業・商工業の

振興から，社会福祉の充実など多岐にわたる。

従って，到底その細部まで論述することは，本

稿の目的ではない。あくまでも活性化政策の枠

組みを諭し，その骨格を概観するものである。

わゆる後進的農村地城は存在し，とりわけ，|日　　第一節　EUの地域政策

東独は|[]西独に比べ，大きく立ち遅れている。

llその活性化のためさまざまな施策が謂じられ

ているが，農業問題は，EUの共通政策でもあ

り，そのため後進的農村地域活性化政策は，

ＥＵ，連邦，州の各レベルにおいて実施されて

いる。故に，本稿ではまず，ＥＵの地域政策を

概観し，次に，連邦の政策，とりわけ，二つの

｢連邦，州の共同任務｣を中心に述べ，最後に，

ラインラント・プファルツ州(Rheinland

Pfalz)を事例として，EU，連邦，州の関係を

論じてみたい。

　日本では，先般閣議決定された地方分権推進

計画において,懸案の機関委任の廃止が決まり，

中央・地方政府の関係が，従来の主従関係から

対等関係へ移行することが指向されている。

2'地方分権推進法制定以来，新しい中央一地方

関係を求める動きが次第に具体化しつつある。

そのような文脈の中で，連邦国家ドイツのこう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

　ヨーロッパ連合（ＥＵ）では，域内地域の経

済格差是正のため，地域政策に重点が置かれて

いる。そのため，87年には新たに第130条が

書き加えられ，また，90年マーストリヒト条

約締結においても，その政治・社会統合化の方

針の下，再度この地域政策の重要性が強調され

た。この地域政策は，当然のことながら，ドイ

ツの後進的農村地域にも及んでいる。そこでま

ず，EUの政策として，この概略を論じよう。

1）拙稿「ドイツにおける「農村地域」の現状と課

　　題」・『地域社会研究』別府大学短期大学部地域

　　社会研究センター発行，第１吟・1998年，12月

　　参照

2）しかし，機関委任事務の代わりになる法定受託事

　　務が45％になるなどその骨抜きも危惧されている。

　　（朝日新聞1998年６月１目社説など）

５１　－



別府大学短胡人学部紀要　第18号(1999)

　(1)構造基金の概略

　地域政策を財政面で裏付けているのが構造基

余であるが，これは以下の５つから構成されて

いる。

１．欧州地域間見幕金(EFRE)

　　EUにより指定された地域の生産的投資，

　　インフラ投資，内政的発展の潜在力の間

　　発，目標１地域の教育，衛生分野の投資を

　　促進することを目的とする。

２．欧州社会基金(ESF)

　　労働市場の改善を目的とする。

３．欧州農業指導保証積金(EAGFL一八)

　　農業構造の改革と農村地域の開発を目的と

　　する。

４．漁業指導財政手段(EFRE)

　　漁業構造改善の支援を目的とする。

５．結束基金

　　通貨統合促進のための助成を目的とする。

　このEU肋或は、以下の原則について実施さ

れる。つまり、

１．パートナーシップ：加盟国，当該地域と

　　EU委員会が協力，合意し，開発措置を計

　　画実行すること。

２．補充性：加盟国，当該地域の予算により推

　　進される事業に対してのみ，ＥＵは補充

　　的に助成する。

３．追加性：ＥＵの補助金を加盟国，当該地域

　　の助成金に代えることの禁止。予定され

　　る追加的効果が減殺されることを防止する

　　ためである。

４．プログラム：ＥＵの助成はプロジェクトを

　　対象とするのではなく，あくまでも加盟

　　国，当該地域の作成する地域開発の実施プ

　　ログラムに基づいて行われる。

５．集中性：優先目標や最も必要とされる地域

　　に集中的に助成される。

　ＥＵの地域政策の予算の大半（約90％）は、

加盟国、当該地域が自前の予算で実施する地域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

開発計画を後押しする形で使われる。あくまで

も計画の主体は加盟国，当該地域である。これ

を「プログラム助成」と言う。またそれとは別

に，約10％の枠でEU委員会が主体的に事業助

成を行う「共同体イニシアティブ」かおる。

　さて、上記の原則の中で「集中性」に関して

定められたのが､以下の６つの開発目標である。

目標１：開発格差の著しい後進地域で、原則と

　　　　して過去３年の住民一人当りのＧＤＰ

　　　　がEU平均の75％に満たない地域の助

　　　　成

目標２：構造不況を抱える伝統的工業地域で、

　　　　失業率が過去３年間ＥＵの平均以上の

　　　　地域の助成

目標３：長期失業問題の是正、若者の雇用促進

目標４：産業構造転換などに伴う労働力の適応

　　　　を推進

目標５：農村地域の開発助成

　５ａ：ＥＵ共通農業政策に沿い、農業構造改

　　　　善を促進する。

　５ｂ：農村後進地域に対する助成

目標６：人口希薄地域（１平方キロメートルあ

　　　　たり８人以下）に対する助成

　ここで目標３，４，５ａは，ＥＵ全体を対象

にするが，目標１，２，５ｂ，６は特定地域に

対する助成である。構造基金の目標別助成の約

４分の３を占める目標１地域は，地中海沿岸諸

国とアイルランド，旧束独などのいわゆる周辺

地域が主になっている。

　構造基金の規模を歴史的に見ると，ＥＵの

「結束」が強調されるにつれて，その額は増大

している。つまり，年平均で75年から85年が

10億ECU，85年から88年は50億ECU，89年

から93年は100億ECU，94年から99年は250

億ECUが予定されている。 EU予算に占める割

合も83年は14％であったのに対し，93年には

31％になり，99年は36％になることが予想さ

れている。
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　（2）ドイツに対する適用

　ドイツでは，まず旧東独州（束ベルリンを含

む）が目標１地域に指定されている。そして，

ルール，ザールエ業地帯の目標２地域，旧西独

の後進農村地帯の目標5b地域がある。本稿で

は，連邦農林レ食糧省のビューネル博士（Dr.

Theodor Bahner）の報告に基づき，目標１，５ｂの

ドイツに対する適用を概観する。

１．５ｂ対象地域

　目標5bは後進的農業地域に対する助成とな

っているが,その規定をもう少し詳しく見ると，

次のようになる。つまり，

　一人当りのＧＤＰがEU平均に比べて低く，以

下の３つの基準のうち２つ以上に該当する地域

である。

ア）全就業人目のうち，農業就業者の割合が高

　　いこと。兼業も含めて８．９％以上。

イ）低い農業収入（年収19400DM以下）

ウ）人口密度が低い（146人／平方キロ），ま

　　たは，人目減少の傾向かおる。

この地域の面積は旧西独州の38％を占め，約

770万の住民が住む。州別のその助成額は以下

のようになる。

表１　５ｂ地域に対する助成額(94年～99年)

ノルトうイ

ヘッセン

ラインラン

ン

　　　■㎜■■㎜㎜■㎜■㎜■　　　㎜㎜■

州名　　　　　ｌ　助成額（万EcU）
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ヴェス
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助成目的の内容と割合は，以下の通り。

1）42％:農業分野の整備，適応

　　　　　村落整備，農業分野のサービスの拡

　　　　　大，グリーンツーリズム・余暇・保

　　　　　養の促進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　　励丿凶nげ1岬一硲1･･･ersit¥luior COIlege,18(1999)

2）39％:産業立地条件の改善，地域経済の

　　　　　　活性化

　　　　　　農業外の雇用確保，創出のための投

　　　　　　資に対する助成

　　　　　　　　　　　　　　　　･■i』3）19％:職業資格の改善，再教育への助成

２．目標１対象地域

　目標１のドイツにおける対象地域は，旧東独

話州である。 91年から93年において，総計39

億ＥＣＵが助成された。また，94年から99年の

助成第二期には，総額136億4000万ECU（94

年価格）が予定され，そのうち農業分野に対す

る助成は，27億2800万ECUとなっている。

表２　目標１地域の助成金

　州名

－　　－

フォアポメルン

助成額

６９０１８．４

　％

２ ５．３

ザクセン

６０１０６．６　　１　２２．０

　　　　一一一一一一-一一

５５６０５．４　　　２０、４

　■■㎜■　　　㎜㎜■■■■･一一
４８１４９．２　　！　１７．７

　３９１０２．０

　　　８１８．４

　-一一一一　　一一・

２７２８００、０

４．３

０．３

１００．０

＿＿．__」
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テューリングン

J　　　＝㎜㎜ベルリン（旧東のみ）

ト

計

出典lnfo Presse，EU Reglonal Policies

３．共同体イニシアティブ　LEADER

　共同体イニシアティブには，国際協力を推進

するINTERREGや雇用促進を助成するＮＯＷな

ど１３のイニシアティブがある。その中で

ＬＥＡＤＥＲは，農業分野，地域での革新的プロ

ジェクトに対して助成が行うものであり，本稿

のテーマと密接に関連するものであるが，94

年からの助成第二期において，旧東独州には約

１億５０００万マルク，旧西独州には約１億

7400万マルクが援助される。

　助成対象となる地域，開発グループは，ＥＵ

内の他の助成対象団体と情報，体験の交換を行

うことが義務づけられている。こうした交流を

進して，農業分野におけるより一層の革新を促

進するためである。

　以上略述してきたＥＵの地域政策は，図１の

助成地域が表わすようにドイツにも幅広く適用

されている。後進的農村地域活性化政策におい
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ヨーロッパ地域開発基金助成地域

□ 目標１地域
□　　目標２地域 □　　目標5b地域

　　　　　　　　　　　図１　ドイツにおけるＥＵ目標別助成地域

出典　Deutscher Bundestag:Drucksach 13/7205,Sechsundzwanzigster Rahmenplan der

　　　Gemeinschaftsaufgabe“verbesseΓung deΓΓegionalen WirtschaftsstFuktuΓyUΓden

　　　Zeitraum 1997 bis 2000(2001),Karte2,26 Rahmenplan-Gebiete der Gemeinschaftsaufgabe

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－54 －



て仏　まず，こうしたEUの助成の網が掛かっ

ていると理解できる。

第二節　連邦の政策

　（1）国土形成に寄与する連邦の助成

　連邦はさまざまな政策を通して，国土全体の

社会・経済的発展に寄与している。その政策は

あらゆる分野にわたっているが，90年の統一

以降,旧東独州の復興に大幅な力を入れてきた。

その概略を連邦地理・国土研究所の95年10月

の報告は，以下のように表示している。

表３　国土形成に寄与する

　　　　政策分野連邦予算（91年～93年）

野 旧西独州

一一一一　一一
３５４４１

旧東独州 連邦合計 |日西独州

　　一一　５６２

|日東独州 連邦平均I

場と教育
５８１９７ ９３６３８ ３２５９　１１５６

２４３０
１ １ ６ ２ ２

１４０５３ ３９１　６５１　１７４

　　１

開発
１ ８ ４ １ ４

４８８４ ２３２９７ ２９２ ２７３　２８８１

育 ５０１８ ２１９９ ７２１７ ８０ ，１２３ １　８９１

５４６０ ３０６０ ８５１９ ８７ １ ７ １ １ ０ ５

　１５・　１７２ １ ０ １ ５ １ １ ８ ７ ５９

５１２５ ４２４０ ９３６５ ８１ ２３４ １１６

通信 ６７２７９

-

１６６５２

３６１２０ １０３３９９

　-３２３９２

１０６６ ２０２３ １１２７７

　８８１　４００設・交通 １５７４０ ２６４

施設 ４９８５ ２５７０ ７５５５ ７９　１４４ １　９３

１６０９７６ １３９６４５ ３００６２１ ２５５０ ７８２０ ３７１３

漂⊇瓢

　出典Bundesforschunがanstalt furLandeskundeundRaumordnung. Reglonallslerung

　　　raumwirksamer Mitlclj995

　これによると，９１年からの３年間，多額の

連邦予算が旧東独州復興のために投資されてき

たことがわかる。一人当りの比較では，旧西独

に比べ約３倍，分野別に見ると労働市場と教育

で５．８倍，商工業で19倍，環境21倍などが際

立っている。

商工業分野での重要な政策は，「地域経済構造

の改善のための連邦，州共同任務」

（Gemeinschaftsaufgabe　”veΓbesserung der

regionalen Wirtschaftsstruktuド）に基づく措置で

ある。この措置は，基本法91a条，第１項，第

２号に基づくものであり，地域間の均衡した経

済発展を目的としたものである。つまり，ＥＵ

における構造基金と同じ趣旨を持つ。また，農

業分野における振興助成措置が，基本法同条同

項の第３号に基づく「農業構造および沿岸保護

目

上j

　　Butld蛍吋BePPu Uniwrsi句1皿ior College,18(1999)

の改善のための共同任務｣

(Gemeinschaftsaufgabe　'IverbesseΓung der

Agrarstruktur und des Kastenschutzes")である。

従って，本稿の趣旨により，本節ではこの２つ

の措置について考察することにする。

　（2）地域経済構造の改善のための共同任務

　ドイツの地域政策の目的は，構造問題を抱え

る地域の不利な立地条件を平均化して，地域的

経済発展の違いを埋め，全体的経済発展を保持

することにある。そのための措置が「地域経済

構造改善のための共同任務」である。

　その助成対象，適用目的は，まず第一に，構

造問題を抱える地域の産業構造改善に資する企

業の直接投資に対する助成である。この場合の

投資は，主に加工業が中心で（ただし，観光業

分野を含む），本稿のテーマである後進的農村

地域の主産業である農林漁業は，次項で扱う

「農業構造，沿岸保護の共同任務」での助成対

象となる。しかし，今目，農桂部においても農

業就業者の数は限られているので，「地域経済

構造改善のための共同任務」の助成措置は，そ

の地域においても重要な意味を持つ。

　さて第二は，そのための経済的インフラ整備

に対する投資助成である。この第二について，

以下のような措置が含まれる。

１

２

３

４

５

６

７

使用されていない産業用地の再活用を含む

商工業用地整備

交通網整備

エネルギー，水供給の整備

排水，廃棄物処理

観光インフラ，施設の整備

教育，再教育，実習施設

研究，革新，技術，起業者センター

　「地域経済構造改善のための共同任務」の対

象地域は３年毎に認定されるが，97年１月か

らの指定地域は，まず，旧東独州（ベルリンを

含む）全域である。旧西独州においては，以下

の地域指標に基づき指定が行われる。括弧内は

指定における比重の割合を表わしたものであ

一

55 －
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る。

１．９２年から９５年にかけての平均失業率

　　（40％）

2.社会保障支払い義務のある就業者の95年

　　における一人当り所得　（40％）

3.社会的インフラの状況　（10％）

4.雇用予想　（５％）

５．９２年から９５年の失業率の進展状況

　　（５％）

　助成対象地域は，旧東独の大都市とその周辺

地域のＡ地域（構造不況の著しい地域），旧東

独におけるその他の地域であるB地域（開発後

進地域）と旧西独のＣ地域（構造不況地域）で

ある。旧西独州では，ルール，ザールなどの構

造不況を抱える伝統的工業地帯と本稿の考察対

象である各州の周辺農村地域が対象となってい

る。「地域経済構造改善のための共同任務」の

主要助成対象である企業の直接投資に対する助

成の最高枠は，これらの地域において，自己の

ように異なっている。

表４　地域別助成最高枠

中小企業

Ｂ地域

Ｃ地域

５０％

　一４３％

一一
２８％

そ の 他

… … 一 一

ａ ５ ％

２ ８ ％

　 　 ■ ㎜ ■ ■ ㎜

１ ８ ％

　 　 　 　 　 ｜

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

dcr

３．農林施設，建物の再利用に関する措置

４．水利，文化的建築技術に関する措置

５．農，林，漁業における市場構造改善に関す

　　る措置

６．沿岸保護に関する措置

の６項目を連邦，州が共同で担う任務と規定し

ている。

　この規定に基づき，毎年，連邦，各州政府の

当該大臣，あるいは，その代理が計画委員会に

て，共同任務の大綱計画を策定するが，97年

７月11日に決定された大綱計画では，以下の

助成につき，その原則が述べられている。

Ｄ農業構造の開発計画の助成

２）耕地整理の助成

３）自由な土地交換の助成

４）農林業施設，建物の再利用の措置，並びに

　　集落整備に対する助成

５）農業投資助成プログラム

６）不利な地域における農業経営に対する助成

７）市場および立地条件に適合する農業のため

　　の助成

８）市場構造改善の分野における助成

９）農業生産物の特殊規則に基づく販売に関す

　　る助成

10）市場構造法に基づく助成

11）漁業の市場構造改善の分野における助成

12）水利，文化的建築技術に関する措置の助

　　成

13）林業の措置に対する助成

14）畜産物の検査に対する助成

15）農業労働者の住居建設，高齢な農業従事

　　者に対する援助措置に対する助成

16）兼業化に対する補助措置の助成

□）北海，バルト海，並びに河川の暴風雨時

　　の安全性の向上に開する措置の助成

　このように「農業構造，沿岸保護改善のため

の共同任務」では，後進的農村地域にも広く適

応されるさまざまな措置について規定してい

る。とりわけ，村の定住環境を向Ｌさせる４），
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（3）農業構造，沿岸保護改善のための共同任務

　｢農業構造，沿岸保護改善のための共同任務｣

は，農林業の活性化，促進と沿岸保護の改善を

目的とする連邦，州の共同任務であり，後進的

農村地域の活性化に大いに力を振るっている。

その助成措置として，同関係連邦法の第1条に

おいて，

１．農林業における生産，労働条件の改善のた

　　めの措置

２．農地整理に関する措置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－



15）や農地拡大による収益性のある農家づく

りに貢献する２），３）の措置，そして，最近

注目される農産物の直販を促進する７），８）

などは重要であると思われる。

　５）の農業投資助成プログラムでは，合理化，

経費削減による農業競争力の改善，農業外収入

の確保，生産，労働条件の改善などのためのい

ろいろな投資に対して助成措置が講じられてい

る。日本で関心を集めるグリーンツーリズムに

対する助成もここに含まれる。また，40歳未

満で農業に初めて就業する者に，最低35000DM

の初期投資に対し，23500DMまでの補助金を

支給する。

　さらに，13）の林業に対する助成措置とし

て，森林形成に対する様々な事業に対して，そ

の経費の85％までが，林道整備では70％まで

が助成される。伐採機械の購入，製材所の建設

では，その経費の40％までの補助が受けられ

る。農地に植林する場合，それまでの農業収入

を補填する意味で１年，1haにつき1400DM

が，農地でなかった場合は，300DMの補助を

受ける。これは，EUで進める減反政策とも関

連すると思われる。

　この「農業構造，沿岸保護改善のための共同

任務」では，連邦の州に対する財政負担の割合

は，農業分野で６：４，沿岸保護の分野では

７：３である。因に９７年は，総額約３１億

3400万マルク，内連邦の負担額は19億マルク

である。連邦負担額の州別配分は，表５のよう

になる。

BuH雨ｎ吋BePPu UniwrsiりDmior College,18(1999)

　　　　表５　連邦負担金の州別分配

州名

シュレスビッヒ・ホルシュタイン

ハンブルク

ニーダーザクセン

額（百万マルク）

１００．２２４

　１６．６３７

２４０．２７３

ブレーメン ５．０８９

ノルトライン・ヴェストファーレン

　　　　　　　　　　＝　－〃　　　　　一=♂＝
ヘッセン

１０９．５１６

７５．２２３

ラインラント・ブファルツ ８７，６１３

バーデン・ヴュルテンベルク １６３．０５８

バイエルン ３０６．６４６

ザールランド １１．０６２

ブランデンブルク

メクレンブルク・フォアポメルン

２０１．１９５

１８４．１８７

ザクセン　　　　　　　　　　　　　　１３３．２４１

ザクセン・アンハルト １３７．７８７

テューリンゲン １２６．１０９

ベルリン ２、１４０

総額 １９００、０００

iベルリン　　　　　　　　　　　　　　　　２．１ ４ ０

㎜㎜㎜㎜㎜■㎜㎜㎜■㎜■㎜■■■■㎜㎜㎜■㎜･･･㎜ ㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜　　　㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜■に肖肖:　　　　　　　　　　　∇

]
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　　　Ze･1raum 1997 bis 20〔X〕(2001)，Karte2,26. Rahmenpla11-Oebiete der

　　　GcmcischaflsaufSahe

第三節 州主体の地域政策立案

　これまで後進的農村地域活性化に関連する

EU，連邦の政策を論じてきたが，本節では，

EU，連邦と州の共同任務の助成政策が，いか

に州の地域政策の中に融合されているかを，ラ

インラント・プファルツ州を例に考察する。ド

イツの場合，地域政策の立案主体は州であるか

らだ。

　圃　EU助成に対する申請

　ＥＵの構造基金には，プログラム助成と共同

体イニシアティブがあると既に述べたが，ドイ

ツでは，その助成に対する申請者，また，助成

の受給者は，ともに州である。

　まず,プログラム助成に対する申請において，

各州とも「実施プログラムを伴う地域計画」を

立案レそれを添えて提出する。その様式は，

各州とも同じである。ラインラント・プファル

ツ州では，経済・交通・農林・ぶどう栽培省と

労働・社会・健康省が共同で，「９４年から９

９年におけるＥＵ構造基金目標5b助成地域に

対する実施プログラムを伴う地域開発計画」

（Regionalplan mit operationellem Programm zur F6r-

derung deΓEntwicklung des landlichen Raumes

５７一一
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nach Ziel Nr.5b der EU-Strukturfonds fnr den

Zeitraum 1 994 his l 999 in Rheinland Pfalz)をＥＵ

委員会に提出，94年12月２３日，同委員会より

承認を受けている。

　内容を順次見ていくと，同計画では最初に，

人口動態，人口密度，産業構造，失業率，農業

就業者数，農業収入などの基準に基づき，９つ

の郡を助成対象地域として選定している｡次に，

開発計画の目的，戦略が述べられ，それに基づ

く実施プログラムが付されている。実施プログ

ラムは，以下の３つのサブ・プログラムに分け

られ，そのサブ・プログラムの中で，さまざま

な助成措置につき，理由，内容，法的根拠，助

成対象者などが簡潔に記述されている。

　サブ・プログラム１－農業分野の転換,整理，

適合について，農村休暇に対する措置，

地域の特産品の販売促進措置，景域保護協会へ

の助成措置など

　サブ・プログラム２－農業外分野の開発と転

換について，生産業，特定サービス業で

の雇用創出，確保に対する措置，経済，観光イ

ンフラ整備に関=する措置など

　サブ・プログラム３－労働力の教育について

　以上のプログラム，措置に対し，EUからの

助成と連邦・州の財源，民間投資の概要は，以

下の通りである。

表６　ラインラント・プファルツ州におけるEU，達

　　　邦・州の助成金と民間投資額（単位は万ECU）

年度 ＥＵ 連邦、州 民間投資　　　合計

２３．２６５　１　５２．７３１９４ １３、２４４ １６．２２２

９５ １７．３０５ ２１．１７１ ２７．３５８ ６５．８３４　１

９６ ２０．０２９ ２４．５３５　１　３ ２、１６２ ７６．７２６　１

９７ ２ ０．１ ５ ３ ２４．６８６ ３２．１１７ ７６、９５６

７７．０６０９８ ２０．２３０ ２４．７８０ ３２．０５０

９９ ２０．３２１ ２４．８９１ ３２、２６３ 　７ ７．４７５

４２６．７８２

－一一
合計 １ １ １ ．２８２ １３６、２８５ １７９．２ １ ５

｜い」七」
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　EUからの助成金は，サブ・プログラム，措

置毎にその額が明記されている。ただし，EU

の助成金支給は，通常遅れるので，その間，州

の財源にて支払うこともままあるとのことであ

る几

　（2）共同任務の大綱計画の作成

次に，連邦，州の共同任務について諭ずるが，

２つの共同任務は内容を異にしているとはい

え，その手続きはほぽ同じである。そのため，

ここでは主に，「地域経済構造改善のための共

同任務」における大綱計画に沿いつつ，州の役

割を見ることにする。

共同任務における助成は，大綱計画に基づき実

施される。この大綱計画は，連邦経済大臣，連

邦人蔵人匝と各州の経済担当人匝をメンバーと

する計画委員会で決定される。大綱計画には，

助成措置の基本方針，内容,助成金の額と負担，

州別分配割合などが盛られるが,規約によれば，

連邦が16票，各州１票の計32票のうち，議決

は連邦の賛成とともに，州の過半数の賛成をも

って決定される。ただし，通常は，何らかの合

意を得て,最終的に全会一致で決定されている。

助成余の額とその分配に関して，まずＵ目東西

にて大きく分けられる。これは，今なお，旧東

独州（西ベルリンを含む）に対する傾斜的配分

が必要なためである。その後，旧東西内での分

配が決まるが，旧西では，助成地域の住民数に

応じて（ただし，構造不況の著しい地域は，倍

に換算），また，旧東では，労働政策市場の負

荷率（主には失業者数）に応じて，96年７月

３目の計画委員会にて，連邦の負担金の分配率

を以下のように決めている。若州は，受給する

連邦負担金と同額の自己負担金を計上しなけれ

ばならない。

1）97年10月、筆者の取材に対する、ラインラント・

　　プファルツ州経済・交通・農林・ぶどう栽培省担

　　?M課長の回答による。
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聯目こ形成に寄与する連邦の助成丿全般につい

ても言えることで，こうした措置の大半は，競

合的，ないし大綱的立法権限に属するため，必

ず，州政府からなる連邦参議院の承認，議決を

必要とし，その実施は州政府の権限となってい

る。従って，実施細目の大半は，州が作成する

のである。

　（幻　州の地域開発計画において統合される助

　　　成措置

　EU，共同任務（連邦，州）の助成金は，と

もに州のさまざまな助成措置の中に融合され，

統合された形で，州の関他計画に盛り込まれて

いくが，図２は，ラインラント・プファルツ州

における助成地域を示したものである。ここで

は，これまで論じたEUの目標２，５ｂの助成

地域と　F地域経済構造改善のための共同任務」

の助成地域の関係を明らかにすることができ

る。また，同州では，それ以外に，州独自の助

成地域を設けているが，これは，「地域経済構

造改善のための共同任務」の助成地域外で川司

共同任務の原則に沿って助成される地域であ

り，図を見てわかるとおり，その大半は，５ｂ

地域と重なっている。つまり，これはEUの助

成の受け皿と見ることができる。なぜなら，

EUの助成は，既に第１節で述べたように，該

当地域独白の助成措置の上に「補充」されるも

のだからである。もちろん厳密に言うならば，

受け皿は，地域を特定しない「農業構造，沿岸

保護改善のための共同任務」での助成や他の連

邦，州の助成措置でもいいのだが。

1）ドイツの基本法30条には，「国家の権能の行使およ

　　び国家の任務の遂行は，この基本法が別段の定め

　　をなさず，また，許していない限度において，州

　　のなすべき剌項である」と明記されている。

２）９７年１０月，連邦農林省のロゲンドルフ

　　（RoggendorO課長に取材した時，同課長もその点

　　を強調。日本でよく見られる地方からの陳情団は，

　　ドイツの連邦政府省庁ではみられない。こうした

　　交渉のため，各州は，ボンに代表部を置き連邦諸

　　機関とコンタクトしている。しかし，人口1000万

　　を超えるバーデン・ヴェルテンベルク州の代表部

　　でも，その職員数は約60人と非常に小さい。
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　さて，こうしてパイの分配，助成総額が決ま

ると，各州は，大綱計画の枠内にて，それぞれ

の地域開発計画を作成する。この場合,連邦は，

州の計画が大綱計画の枠内である限り，その内

容に立ち入ることはできない。ただし，各州は

それぞれの助成措置の結果を連邦に報告する義

務を有し，もし，大綱計画に沿うものでない場

合，連邦は，その負担金の返却を求めることが

できる。

　ドイツは，周知のように連邦主義を採り，各

州は国家作を持ち，行政権が州にあることを明

記している。口口本では，この連邦制度をとも

すれば「分権化の進んだ政治形態」と考えがち

であるが，分権の脈絡で考えるよりも，F独立

した国家の連合J　と考えるほうが，より実態に

近いといえる。確かにドイツで仏戦後まず，

州が成立レ州政府間の合意の上に連邦が形成

されたのである。従って，外交，軍事など極め

て限られた分野のみ,連邦は権限を持つわけで，

本稿のテーマである「後進的農村地域の活性化

政策」に対して，その内容に連邦が干渉すると

いうことはありえない。

　こうした原則は，本節の∩）で概観した

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー
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□MinelzentrumJmErganiungsnetz

■MittelzentrumimGrundnetz

■oberzentrum

図２　ラインラント・プファルツ州における助成地域

出典　Ministerium for Wirlschaft，verkehr，Landwirtschaft und Weinbau : Rheinlandpfa】z

　　　　Wirtschafts-und Agrarf6rderungl97， S97，Anlage 5，Regjonale Fardergebiete ab.

　　　　Januar 1997
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　ラインラント・プファルツ州の経済・交通・

農林・ぶどう栽培省では，「97年　経済，農業

助成」のカタログを発行している。この中に，

EU，連邦などの助成が融合され，統合された

形で，同省所管の助成措置が述べられている。

これまで論じてきたように，EU，連邦の助成

はその枠組みに対してであり，事業別に振り分

けられているのではない。従って，日本の補助

事業のように，事業別に中央省庁が申請を受け

付けるということはない。

　（4）地方自治体の関与

　最後に,州が地域計画を立案するに当たって，

市町村，郡の役割を見てみたい。

「地域経済構造改善のための共同任務」の97年

の大綱計画では，地域開発計画作成において，

助成地域がまず，独自の責任でその地域の開発

目標，戦略，優先性などを決めるべきであると

述べ，「補完性の原則」の重要さに言及してい

る。ただし，実際には，地域開発構想作成では，

州の行政機関である行政管区の担当部局ととも

に行う。その意味で，連邦に対する州の立場と

全く異なっている。

　ただし，「集落整備計画」などでは，地方自

治体の「計画高権」が確立しており，州といえ

ども口出しできない。l）そのため，集落整備に

開する助成措置では，助成の前提条件として，

まず，村の中で協議し，開発コンセプトを提示

することが義務づけられている。

　しかし,現在,地方自治体も財政悪化のため，

独白財源による助成というのはなかなか難し

く，どうしても，州などの助成に頼らざるを得

ないという実情はあるようだ。

おわりに

　以上の論考において，ドイツの農村地域活性

化政策の主体が州にあることが概観された。　ド

イツは，先進諸国の中で稀なほど均衡の取れた

国土開発がなされてきたが，原因は，その歴史

にのみに由来するのではなく，戦後の連邦主義

によるこうした国家運営に依るものが多い。

乱旋面げB昭一UI池rs卵ju扮Co119り釦999J

目本において，東京一極集中，地方の過疎化進

展の是正が論議されて久しいが，過疎地活性化

政策の当否が議論される以上に，それがいかに

立案され実行されるのかという視点がより必要

と思われる。つまり，「ＷＨＡＴ」から「ＨＯＷ」

への視点転換である。とりわけ，キャッチアッ

プ時代が過ぎ去り，解答のない時代といわれる

今日，過疎地活性化の特効薬はなく，試行錯誤

を繰り返さざるを得ないであろう。であれば，

地方にその立案，実施権を委ねたドイツの在り

方は参考になると思われる。さまざまな州で異

なった試行錯誤が可能だからである。

　また，今日多くの問題がナショナルボーダー

を超え始めている中，超国家・国家・自治体間

の意思決定プロセスを考察することは意義かお

る。　ドイツは，EU統合化のプロセスの中で，

EU，連邦，州の新たな関係を構築しているが，

国家システムを全く異にしているとはいえ，目

本の中央・地方関係見直しの議論に資する点も

多い。
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